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特定事業者

犯罪収益移転防止法とは

特定取引を行う際は、顧客の「本人特定事項」等の確認が必要です。
・顧客が個人の場合：本人特定事項（氏名・住居・生年月日）、

取引目的、職業
・顧客が法人の場合：本人特定事項（名称・本店等所在地）、

取引目的、事業内容、実質的支配者

取引時確認を実施した場合に本人特定事項等に係る記録を作成し、7
年間保存することが義務付けられています。

特定業務に係る取引を行った場合に、確認記録を検索するための事
項や、取引の期日・内容等に係る記録を作成し、7年間保存することが
義務付けられています。

「特定事業者」として位置付けられた宅地建物取引業者を含む全49の事業者に対して、
特定取引※を行う際に、取引時確認の実施についての義務等が課されています。

※宅地建物取引業者による特定取引とは「宅地・建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介」をさします。

特定業務に係る取引について、本人性の疑義や収受した財産が犯罪
収益などの疑いがあると認められる場合には、速やかに、免許行政庁
に対して「疑わしい取引の届出」を行わなければなりません。

金融機関等

ファイナンスリース事業者

クレジットカード事業者

宅地建物取引業者

司法書士・司法書士法人

宝石・貴金属等取扱事業者

郵便物受取サービス業者、
電話受付代行業者、
電話転送サービス事業者

弁護士・弁護士法人

行政書士・行政書士法人

公認会計士・監査法人

税理士・税理士法人

犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全

な経済活動に重大な悪影響を与えること等から、犯罪による収益の移転を防止することが極めて重要であることに鑑み、特定事
業者による取引時確認の実施や疑わしい取引の届出等の措置を講ずることで、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活
の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。

R8.4現在
49業種

P1

取引時確認の実施

確認記録の作成・保存

取引記録の作成・保存

疑わしい取引の届出

法第4条

法第6条

法第7条

法第8条

犯罪収益移転防止法とは犯罪収益移転防止法とは

犯罪収益移転防止法上の義務等犯罪収益移転防止法上の義務等

取引時確認等を的確に行うため、リスク評価書の作成や使用人対す
る教育訓練（研修）の実施、取引時確認の規程の作成、取引時確認等
の業務を統括管理する者の選任、などが求められています。

取引時確認等を的確に行うた
めの措置

法第11条



取引時確認の実施／本人特定事項の確認（顧客が個人の場合（対面取引））

○特定取引を行うに際しては、その顧客（個人）について『取引時確認』を実施しなければいけません（法4条1項）。

P２

※顧客に代理人がたっている場合には、その代理人についても「本人特定事項」を確認する必要があります（法4条4項）。

対面取引時の確認方法
【提示+送付法（規則第6条第1項第1号ロ）】【提示のみ法（規則第6条第1項第1号イ）】
ア．顧客等から、後記のＢ群、Ｃ群またはＤ群に記載のいずれかの「顔写真

のない本人確認書類など」の原本の提示を受け（顧客の代理人からＡ群の
うち「その他の官公庁発行書類」の提示を受ける場合を含む）、

かつ、
イ．その書類に記載のある顧客の住居宛てに取引関係文書を書留による転送

不要郵便等で送付する。

顧客等から、後記のＡ群またはＤ群に記載のいずれかの「顔写真付き本人
確認書類」の原本の提示を受ける。

【提示+追加的措置2（規則第6条第1項第1号ニ）】【提示+追加的措置1（規則第6条第1項第1号ハ）】

ア．顧客等から、後記のＢ群記載のいずれか１つの原本の提示を受けるとと
もに、

イ．当該書類以外の本人確認書類または補完書類について、原本または写し
の送付を受け、

ウ．かつ、その送付された書類を確認記録に添付する。

次のいずれかの方法により確認する。
①顧客等から、後記のＢ群記載の書類のうち２つ（別のもの）の原本の提

示を受ける。
②顧客等から、後記のＢ群記載の書類のいずれか１つの原本の提示を受け

るとともに、その他の本人確認書類または「補完書類」の提示を受けて
確認する。

【カード代替電磁的記録の送受信による方法（規則第6条第1項第1号ル）】

ア．一定の手続によりスマートフォンに搭載されたマイナンバーカードの内容事項（カード代替電磁的記録）のうち、「顧客等の氏名・住居・生年
月日・写真の情報（[特定電磁的記録]という）」の送信（送信用プログラムを用いて行われたものに限る）を受けるとともに、

イ．確認用プログラムにより、その「特定電磁的記録」が当該顧客本人のものであることを確認する。（注：当該電磁的記録またはその写しを、確認記
録に添付することが必要。）

本人確認書類の種類
・国民健康保険等の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇

特例被保険者手帳
・児童扶養手当証書、母子健康手帳、国民年金手帳、取引に使用した印

鑑に係る印鑑登録証明書
・マイナンバーカード・在留カード等で顔写真がないもの

B群

※A群書類でも顔写真がないものはB群としての扱いとなる。
・運転免許証、運転経歴証明証
・マイナンバーカード
・在留カード、特別永住者証明書、旅券、身体障害者手帳
・その他の官公庁発行書類(顔写真あり、氏名・住居・生年月日の記

載あるもの。) 等

A群

・一定の外国政府・国際機関が発行する書類等<顔写真あり・なし>
（氏名・住居・生年月日の記載あるもの）D群

・住民票の写し・記載事項証明書、戸籍の附票の写し
・取引に関係しない印鑑に係る印鑑登録証明書
・その他の官公庁発行書類(顔写真なし。氏名・住居・生年月日の記

載あるもの)

C群



取引時確認の実施／本人特定事項の確認（顧客が個人の場合（非対面取引））

○特定取引を行うに際しては、その顧客（個人）について『取引時確認』を実施しなければいけません（法4条1項）。

P3

※顧客に代理人がたっている場合には、その代理人についても「本人特定事項」を確認する必要があります（法4条4項）。



取引時確認の実施／本人特定事項の確認（顧客が法人の場合）

○特定取引を行うに際しては、その顧客（法人）について『取引時確認』を実施しなければいけません（法4条1項）。
※法人の代表者等の実際に「特定取引の任に当たっている自然人」についても「本人特定事項」を確認する必要があります（法4条4項）。

P4

確認方法
【公的なオンライン情報等を利用する方法（規則第6条第1項第３号ロ、
ハ）】【提示のみ法（規則第6条第1項第３号イ）】

対
面
取
引

顧客の代表者等と面談し、法人の名称及び本店等の所在地の申告等を受け
た上で、次のいずれかの方法で確認する。
⑴（一財）民事法務協会の「登記情報提供サービス」を利用し、同協会か

ら当該法人の登記情報の送信を受け、法人の名称及び本店等の所在地を
確認する（第３号ロ）。

⑵ 国税庁の「法人番号公表サイト」に記載のある当該法人の公表事項を利
用し、法人の名称及び本店等の所在地を確認する（第３号ハ）。

顧客の代表者等から、下記に記載の本人確認書類のいずれかの原本の提
示を受ける。

【申告＋送付法】（規則第6条第1項第３号ロ、ハ）【オンラインで完結できる方法（規則第6条第1項第３号ロ、ホ）】

非
対
面
取
引

顧客の代表者等から法人の名称及び本店等の所在地の申告を受けた上で、
次のいずれかの方法に加えて、顧客の本店等宛てに取引関係文書を書留に
よる転送不要郵便等として送付する。
⑴ 当該法人の代表権を有する者として登記されていない担当者等から申告

を受け、「登記情報提供サービス」を利用し、法人の名称及び本店等の
所在地を確認する（第３号ロ）。

⑵ 国税庁の「法人番号公表サイト」に記載のある法人の公表事項を利用し、
法人の名称及び本店等の所在地を確認する（第３号ハ）。
※ 非対面取引で「法人番号公表サイト」を利用する場合は、当該法人の代表者等に関

する「法人の代表権を有する役員としての登記」の有無にかかわらず、取引関係文書
の送付が必要であり、【オンラインで完結できる方法】には該当しない。

次のいずれかの方法で確認する。
⑴ 顧客の代表者等から法人の名称及び本店等の所在地の申告等を受けた

上で、（一財）民事法務協会の「登記情報提供サービス」を利用し、
同協会から当該法人の登記情報の送信を受け、法人の名称及び本店等
の所在地を確認する（第３号ロ）。
※この「顧客の代表者等」は、「法人の代表権を有する役員としての登記がある者」

に限る。この登記がない場合は、次の【申告＋送付法】(1)の方法が必要。

⑵ 顧客の代表者等から、商業登記法に基づき作成された電子証明書と、
それにより電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受け
る（第３号ホ）。
※ この「顧客の代表者等」は、「法人の代表権を有する役員としての登記」の有無を

問わない。
【受理＋送付法】（規則第6条第1項第３号ニ）

ア．顧客の代表者等から法人の本人確認書類の原本または写しの送付を受けるとともに、
イ．当該本人確認書類等に記載のある顧客の本店等宛てに取引関係文書を書留による転送不要郵便等として送付する方法。

顧客が法人である場合の「本人特定事項」の確認に用いることのできる主な本人確認書類
法人の設立の登記に係る登記事項証明書、印鑑登録証明書
官公庁から発行又は発給された書類で、法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
一定の外国政府・国際機関が発行する書類等（法人の名称及び本店または主たる事務所の所在地の記載あるもの）



確認方法

取引を行う目的

職業

取引を行う目的
申告制　（顧客の代表者等から申告を受ける。）
＊申告を受ける方法は、口頭聴取によるほか、mailやFAX、書面の受理を受ける方法も認められます。

事業の内容
次のいずれかの書類又はその写しにより確認する。
定款／登記事項証明書／官公庁発行書類又は法令により当該顧客（法人）が作成することとされている書類で
事業内容の記載があるもの

実質的支配者
申告制　（顧客本人又はその代理人から申告を受ける。）
＊申告を受ける方法は、口頭聴取によるほか、mailやFAX、書面の受理を受ける方法も認められます。

顧客が個人の場合

顧客が法人の場合

申告制　（顧客本人又はその代理人から申告を受ける。）
＊申告を受ける方法は、口頭聴取によるほか、mailやFAX、書面の受理を受ける方法も認められます。

取引時確認の実施／取引を行う目的、職業・事業内容、実質的支配者の確認

○ 「本人特定事項」に加え、顧客が個人の場合は「取引を行う目的」と「職業」、顧客が法人の場合には、

「取引を行う目的」、「事業の内容」及び「実質的支配者」に関する確認が義務付けられています（法4条1項）。

規則9条・10条1号

P5

規則9条

規則10条2号

正規則11条

上記の参考例１
（取引を行う目的）

上記の参考例２
（職業・事業の内容）

顧客の区分及び態様 取引目的の参考例

個人売主 買い替え用、転勤、資産売却、相続対策、その他

個人買主 居住用、事業用、投資用、セカンドハウス、その他

法人売主 買い替え用、換金、資産売却、その他

法人買主 自社／店舗用、社宅用、転売用、その他

顧客区分 職業又は事業内容の参考例

個　人 会社役員／団体役員、会社員／団体職員、公務員、自営業、無職、その他

法　人 不動産業、建設業、製造業、サービス業、運輸業、卸売／小売業、金融／保険業、その他

P8参照



取引時確認の実施／顧客が国等の場合の確認

顧 客 の 区 分

確認すべき事項

人格のない社団又は財団

国、地方公共団体

独立行政法人

国、地方公共団体が資本金等の1/2以上を出資している法人※
外国政府

上場企業 など

現に特定取引等の任に当たっている自然人について確認する。

※1）確認方法は、個人顧客に対して行う確認方法と同じ
※2）顧客である人格のない社団又は財団自体の確認は不要

現に特定取引等の任に当たっている自然人について確認する。

※1）確認方法は、個人顧客に対して行う確認方法と同じ
※2）顧客である国等自体の確認は不要

本人特定事項

申告制 （顧客の代表者等から申告を受ける。）

＊申告を受ける方法は、口頭聴取によるほか、mailやFAX、
書面の受理を受ける方法も認められます。

－ （確認不要）取引を行う目的

申告制 （顧客の代表者等から申告を受ける。）

＊申告を受ける方法は、口頭聴取によるほか、mailやFAX、
書面の受理を受ける方法も認められます。

－ （確認不要）事業の内容

－ （確認不要）－ （確認不要）実質的支配者

○顧客が国等であるときの『取引時確認』は、個人又は法人を顧客とする場合の取扱いと異なります （改正法4条5項）。
○この場合、「本人特定事項」の確認は、顧客自体ではなく、「現に特定取引等の任に当たっている自然人」について行います。

○また、「取引を行う目的」と「事業の内容」は、人格のない社団・財団が顧客のときには確認が必要ですが、

国や上場企業等が顧客のときには不要とされています。

法4条5項
令14条
規則18条

法4条5項

規則9条

規則10条1号

※ 「国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人」には、例えば住宅供給公社が該当します。

P6



取引時確認に当たっての留意事項／確認済みの顧客との取引・補完書類

※同一性確認

顧客しか知り得ない事項の申告を受ける等によって、以前の

確認記録との照合確認を行い、顧客の同一性を確認します。

○本人確認書類に顧客の現住居（顧客が法人の場合は本店所在地）の記載がないとき、

又は本人確認書類に記載されている住居と現在の住居が異なっているときは、別途、現住居を確認する必要があります。

○この場合、現在の住居の記載がある本人確認書類又は補完書類※の提示を受けるか、

又はこれらの書類（写しも可）の送付を受けて確認記録に添付することによって現住居の確認を行うことが必要となります。（規則6条2項）

取引時確認済みの顧客との取引

補完書類による現住居の確認

P７

「既に確認を行っている顧客等との取引」に関するフロー図

新規の顧客か、
過去に取引をしたことのある顧客か

取引時確認が必要

既に取引時確認を行い、かつ、確
認記録を保存しているか

（新規の顧客）

（過去に取引をしたことのある顧客）

同一性を確かめる措置
をとったか

取引時確認が必要
（取引時確認を行っておらず、
または、確認記録を保存していない）

（取引時確認を行い、かつ、確認記録を保存している）

なりすましや偽りの疑いがあるか 取引時確認が必要
（ハイリスク取引）（疑いがある）

（疑いがない）

面識があるか

（面識がある）

取引時確認が不要

（面識がない）

（措置をとった） （措置をとっていない）
取引時確認が必要

顧客が、他の取引の際に既に『取引時確認』を行っている顧

客で、かつ、その際の「確認記録」の作成・保存がなされている

場合、その顧客がその当時に確認をした顧客と同一であること

を確かめる措置※をとっているときに限り、取引時確認済みとし

て、あらためて取引時確認を実施することは要しないとされて

います。（法4条3項、政令13条、規則16条）

※補完書類

国税・地方税の領収証書又は納税証明書、社会保険料の領収証書、公共料金の領収証書など（規則6条2項）

※確認記録を検索するための事項、取引の日付、
取引の種類等を取引の日から７年間保存



取引時確認に当たっての留意事項 ／実質的支配者に関する確認

○顧客が法人の場合には、「実質的支配者」に関する確認が義務付けられています（法4条1項）。
○法人の実質的支配者について、議決権その他の手段により当該法人を実質的支配する自然人として、すべての法人に存在

するという考えに基づき、当該実質的支配者の本人特定事項を代表者等から申告を受けること（規則11条）

いない
場合

いない
場合

顧客等が資本多数決法人である場合

議決権の２５％超を保
有する自然人がいる
か。

当該自然人（事業経営を支配する
意思又は能力を有していないこと
が明らかな場合を除く。）

出資・融資・取引その他の関
係を通じて事業活動に支配的
な影響力を有すると認められ
る自然人がいるか。

当該自然人

法人を代表し、その業務を執行する自然人

顧客等が資本多数決法人ではない場合

い
る
場
合

いる場合

いない
場合

法人の収益総額２５％
超の配当を受ける自然
人がいるか。

当該自然人（事業経営を支配する
意思又は能力を有していないこと
が明らかな場合を除く。）

出資・融資・取引その他の関係
を通じて事業活動に支配的な影
響力を有すると認められる自然
人がいるか。

法人を代表し、その業務を執行する自然人

い
る
場
合

いる場合

又は

当該自然人

資本多数決の原則をとる法人 株式会社、投資法人、特定目的会社など

上記以外の法人 一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人
特定非営利活動法人、持分会社（合名会社、合資会社及び合同会社）など

法
人
の
例

※２５％の計算に当たっては、直接保有、間接保有の合計とする。
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取引時確認に当たっての留意事項 ／取引担当者の権限委任 P9

権限委任の確認方法

委任状その他の取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有しているこ
と

○

法人の本店や営業所等に電話をかけることその他これに類する方法により、取引担当者が法人のた
めに取引の任に当たっていることが確認できること

法人と取引担当者との関係を認識していることその他の理由により取引担当者が法人のために取引
の任に当たっていることが明らかであること

○

○

○

（改正規則１２条第5項）

取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること

権限委任の確認方法

委任状その他の取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証
する書面を有していること

○

法人の本店や営業所等に電話をかけることその他これに類する方法により、取
引担当者が法人のために取引の任に当たっていることが確認できること

法人と取引担当者との関係を認識していることその他の理由により取引担当者
が法人のために取引の任に当たっていることが明らかであること

○

○

○

取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること

〇法人を顧客とした取引においては、法人の本人特定事項の確認に加え、当該法人のために取引の任に当たっている
代表者等の本人特定事項の確認と合わせて、当該代表者等が正当な取引権限を持っていることを確認する必要が
あります。 （規則12条第5項）。



取引時確認の実施／ハイリスク取引について

○ハイリスク取引では、より厳格な方法での『取引時確認』が必要です（法4条2項）。

◆厳格な方法での確認が必要な事項と確認方法

通常の特定取引に際して行う確認と同じ方法で行うとともに、その際に用いていない
別の本人確認書類等によって追加の確認を行います。

→本人特定事項

株主名簿や有価証券報告書等の書類又はその写しを確認し、かつ実質的支配者の
本人特定事項の申告を受けます。

→実質的支配者
（法人顧客の場合のみ）

ハイリスク取引が200万円を超える場合に、源泉徴収票や貸借対照表等の書類で
確認します。

→資産・収入の状況

＜ハイリスク取引の4類型＞

なりすまし 取引相手が、過去の契約の際に確認した顧客等又は代表者等になりすましている疑いのある取引（法4条2
項1号イ）

偽り

特定国等

過去の契約時に虚偽の説明をしていた疑いのある顧客との取引（改正法4条2項1号ロ）

特定国等※に居住し又は所在する顧客との取引（改正法4条2項2号）
※令和8年4月現在、イラン及び北朝鮮が指定

P10

外国PEPs 外国の重要な公的地位にある者等（※）との取引（改正法4条2項3号）
※外国PEPsの家族、及びこれらの者が実質的支配者となる法人

◆外国PEPsとは
外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これに類する機関において重要
な地位にある者またはあった者であり、その家族も含まれます。



確認記録の作成・保存

○『取引時確認』を行った場合は、直ちに確認記録を作成し、その契約が行われた日から7年間保存しなければなりません。
○確認記録の様式に定めはなく、記録事項を網羅した形で、任意に作成いただく必要があります。

（非対面取引において、本人確認書類の送付等を受けた場合は、これらも確認記録に添付して保存する必要があります。）

○不動産業における犯罪収益移転防止法等に関する連絡協議会で作成している下記の参考様式を、適宜活用してください。

P11

【参考様式】



取引記録の作成・保存

○特定業務に係る取引を行った場合は、直ちに取引記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければなりません。
○特定業務とは、宅地建物取引業者による不動産取引の場合、「宅地又は建物の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの」

とされていますので、特定取引に該当しないもの（例えば、売買契約の締結に至らない場合など）でも、取引記録の作成が

必要となる場合があり得ますので、注意して下さい。

① 確認記録を検索するための事項

② 取引の日付

③ 取引の種類

④ 取引に係る財産の価額（＝売買代金の額）

⑤ 財産移転に係る移転元又は移転先の名義

宅地建物取引業者が不動産取引に係る特定取引を
行った場合の取引記録への記録事項

P12



疑わしい取引の届出について①

○取引に係る業務遂行の過程で、収受した財産が犯罪収益ではないかという疑いが場合等には、「疑わしい取引」として、

速やかに行政庁（免許行政庁）に届け出なければなりません。

P13
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（出所）疑わしい取引の届出と届出先行政庁｜JAFIC 警察庁

宅建業者の場合、免許を受けた国土交通大臣（地方整備局長等）または都道府県知事
（犯罪収益移転防止法第２２条１項１６号）

疑わしい取引の届出について②



P15

（出所）警察庁「令和６年犯罪収益移転防止に関する年次報告書」

「詐欺の被害金（多額）→金融口座（多額）→宅建業（多額）に流れている中で、捜査で金融口座までの流れは把握
できたが、宅建業者からの「疑わしい取引の届出（多額現金）」がなく、具体的な不動産取引の流れが把握できず、
マネロンがあったという事実が掴めなかったため、その先の捜査の進展が遅れた。」という実際の事例があった。

宅地建物取引業者の届出件数（下記の赤枠）に関しては、宅建業の実態として、賃貸の仲介のみという業態

が一定割合あることを想定しても、本届出を集計しているJAFIC（警察庁犯罪収益移転対策室）によると「ここ数
年で不動産取引を目的とする疑わしい取引は、件数で１０００件以上、金額では１０００億円以上と推測してい
る」とのことであり、実態から乖離しているのではないかと推測されます。

【実際の事例】宅建業者による「疑わしい取引の届出」が出されなかった事に伴う事件捜査の進展の遅れ

疑わしい取引の届出について③



（出所）公益財団法人不動産流通推進センター ホームページ
Https://www.retpc.jp/shien/maneron

国土交通省において、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の
類型を参考事例として例示。これを元に犯収法等連絡協議会において、チェックリスト方式で例示。

上記以外でも、宅建業者が疑わしい取引に該当すると判断し
たものは届出の対象になります。疑わしいと判断した場合は、
売買契約の成立・不成立にかかわらず届出をして下さい。

JAFIC（警察庁犯罪収益対策室）としても、普段と違う、違和感
をもつ取引があれば届出をしていただいて可、必ずしも詳細が
確認出来ていなくても構わない、とのことです。

ポイント及びチェックリスト
掲載先URL

①「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」（右記）の項目に一つでも該当
すれば、「疑わしい取引」に該当すると判断し届出を行う。

②「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」（右記）に該当するかどうか明確
ではなく、判断に迷う場合は、「疑わしい取引」に該当すると判断し届出を行う。

疑わしい取引の届出の判断における留意点

●内報の禁止（犯収法第8条第４項）
特定事業者は、疑わしい取引の届出を行おうと
すること。または、行ったこと。を当該疑わしい取
引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏
らしてはならない。

P16疑わしい取引の届出について④（届出判断のポイント）
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「疑わしい取引の届出」（犯罪収益移転防止法第８条）の推進強化に向けて、国土交通省による事務連
絡（令和７年６月２７日）及び業界団体における申し合わせ（令和７年１０月２日）において、不動産業反社
データベース（DB）を売買取引で活用し、照会結果が「該当可能性あり」となったものは、原則として届出
を行うこととしている。

【国土交通省より業界団体あて事務連絡＜令和７年６月２７日発出＞】
犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守について（抜粋）

２．犯罪収益移転防止法の義務の履行について
（略）
特に、同法第８条に基づく疑わしい取引の届出については、宅地建物取引業者がマネロンリスクを理解したうえで業務遂行に

当たっているかを示すことにもつながり、政府全体でもその届出の推進強化を求めているところであるため、積極的に届出を行
うこと。また、届出の判断に当たっては、金融機関を通さない現金での支払いによる取引、支払い原資が不透明な取引について
は、宅地建物取引業固有の危険要因として相対的にマネロンリスクが高まる取引形態であるため、取引内容に問題ないことが僅
かでも確認できない場合は届出を行うこと。なお、契約締結前のいわゆる反社チェックなどにより契約締結を回避した場合も届
出の対象となるので注意すること。特に、（公財）不動産流通推進センターで管理・運営されている「不動産業反社データベー
ス（ＤＢ）」を売買取引において活用するとともに、照会結果が「該当可能性あり」のものについては原則として届出を行うこ
と。こうした犯罪収益移転防止法の義務の履行については、業界団体からなる「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会
的勢力による被害防止のための連絡協議会」にて教育動画を作成しているので、あわせて社内で周知徹底の上、有効に活用する
こと。

【業界団体による申し合わせ＜令和７年１０月２日策定＞】
不動産業における犯罪収益移転防止等に関する措置の徹底について（抜粋）

２．不動産業反社会的勢力データベース等（以下、「反社ＤＢ等」という。）の活用
（１）売買取引時における反社ＤＢ等の活用

構成各団体は、会員又はその傘下の不動産業を営む各社が、原則として（※）、すべての売買取引について、取引当事者
が反社会的勢力に該当しないか否か、反社ＤＢ等に照会するよう周知・徹底する。
※取引金額が２００万円以下の場合は照会不要とする。

（２）反社ＤＢ等による「該当可能性あり」事案の届出
構成各団体は、会員又はその傘下の不動産業を営む各社に対して、反社ＤＢ等を活用した結果「該当可能性あり」となっ

た場合においては、原則として（※）、疑わしい取引として届出を実施するよう周知・徹底するとともに、そのためのシス
テム改修を実施する。
※例えば、「該当可能性あり」となった場合でも、生年月日等で明らかに別人であると確認できる場合には届出不要とする。

疑わしい取引の届出について⑤（届出の推進強化）



取引時確認等を的確に行うための措置

○特定事業者である宅地建物取引業者は、取引時確認、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確

に行うため、法令に規定の措置を講ずるよう努めなければなりません。（法第11条、規則第32条）

○法令上は努力義務ですが、犯罪収益移転防止法上の義務履行の徹底を図る上では、経営陣の関与のもと、そのための

体制を整備することは重要であり、令和７年６月に国土交通省より発出した「犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守につ

いて」において、体制整備の推進を求めております。

○特に、リスク評価書の作成については、令和８年１月に決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応

策」において、令和８年度中には、全ての宅建業者が「リスク評価書」の作成を完了することを目指すとしており、未着手・

未作成の事業者は早急な対応が必要です。

① 特定事業者作成書面（＝リスク評価書）の作成

※ 多額の現金による取引

契約相手の法人の実体がない など「チェックリスト」の項目に１つでも該当すれば、疑わしい取引の届出を行うことを合わせて宣言。

取引の秘密を不自然に強調

② 使用人に対する教育訓練（研修）の実施

③ 取引時確認の規程の作成

④ 取引時確認等の業務を統括する者（＝統括管理者）の選任

特に対応すべき体制整備
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（参考）業界団体あて通知 【宅建業者に求められる対策】

・令和７年６月２７日、国土交通省より業界団体あて事務連絡を発出。
・FATF第５次対日相互審査（令和１０年８月）に向けて、犯罪収益移転防止法の義務など宅地建物取引業者に求められる対策
等について改めて周知徹底を依頼したところ。

※国土交通省より各業界団体あて

犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守について

標記について、宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収益移転防止法」という。）において、特定事業者として規定
されているところであり、これまでも同法に基づく立入検査のほか様々な場において、その義務の着実な履行について周知してきたところである。
令和１０年８月には、政府間会合であるFATF（金融活動作業部会）による第５次の対日相互審査が予定されており、同法に基づく義務はもちろんのこと、
宅地建物取引業者におけるマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策（以下「マネロン等対策」という。）をより一層強化していくことが求め
られることから、貴団体加盟の事業者に対し、下記について遺漏なきよう改めてその対策に万全を期するよう周知徹底されたい。

記

１．、２．略
３．「宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）の遵守について
犯罪収益移転防止法第１１条に規定する必要な体制整備については、ガイドラインを参照しつつ以下について確実に実施すること。

（１）リスクベースアプローチ【P19参照】
ガイドラインは事業者がとるべき行動を示した指針であり、犯罪収益移転防止法同様に遵守すべきものである。特にガイドラインにおいては、 宅地建

物取引業者として顧客のリスクを特定、評価したうえで、その低減措置を講ずる、いわゆるリスクベースアプローチに基づく対策が必要である。このため、
事業者としては宅地建物取引業の特性に鑑み、リスクの特定・評価・低減を行うため、犯罪収益移転防止法施行規則第３２条に基づく特定事業者作成書面等
（リスク評価書）を作成すること。特に①商品・サービス（売買取引、仲介、代理）、②顧客属性（個人・法人の別、反社会的勢力、非居住者、外国PEPｓ
など）③取引形態（非対面取引、多額現金取引、支払い原資不明など）、④国・地域（北朝鮮、イラン、ミャンマー）を踏まえ、リスク評価書を作成するこ
と。

（２）宅建業者における体制整備の推進
上記（１）に加え、マネロン等対策の実効性の確保のためには、宅地建物取引業者自身の方針・手続・計画等を策定したうえで、現場の従業者から経営陣

まで、事業者自身の対策方針の共有を徹底する必要がある。いわゆる営業部門や管理部門、監査部門等において、マネロンリスク事案、疑わしい取引事案に
ついて共有し、犯罪収益移転防止法上の義務の履行の徹底を図るための体制を構築すること。特に、犯罪収益移転防止法第１１条に規定されている使用人に
対する教育訓練（研修）の実施、取引時確認の規程の作成、取引時確認等の業務を統括管理する者の選任を行うこと。
また、中小の事業者においても、代表者の関与を徹底し、現場従業員を含め、その理解を徹底させること。
なお、本年度中に国土交通省においてリスク評価書作成要領を作成し、周知することとしているので、参考とすること。また、令和８年度以降、体制整備等
について、立入検査や書面審査等を通じ、状況を確認していくこととなるので、未着手の事業者においては、令和８年度末までにその対応を完了させること。

４．、５．略

P19



（参考）政府 外国人政策における「総合的対応策」 【宅建業者に求められる対策】

令和８年１月２３日、「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会

議」において、我が国の法やルールの中で、国民と外国人の双方が安全・安心に生活し、
共に繫栄する社会の実現に向け、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対
応策」としてとりまとめ、決定された。

外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策
（抜粋）

令和８年１月２３日
外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議

Ⅱ 国民の安全・安全のための取組み
第2 土地取得等のルールの在り方を含む、国土の適切な利用及び管理に向けた取組
１ 土地所有等情報の透明性向上

【概要】〇 多額の現金による不動産取得の事例が指摘される中、不動産取得に係るマネロン対策を強化
【本文】ⅱ実施中の施策

・多額の現金による不動産取得の事例が指摘される中、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法
律第22号）の枠組みを活用した外国人を含む不動産取得に係るマネー・ローンダリング対策を的確に進めるた
め、個々の宅建業者が作成する「リスク評価書」作成についてのマニュアルを令和7年度中に策定予定。
〔国土交通省〕《施策番号222》

ⅲ速やかに実施する施策
・不動産取得に係るマネー・ローンダリング対策について、令和8年度中には、マニュアルを踏まえて全ての宅建
業者が「リスク評価書」の作成を完了することを目指す。
〔国土交通省〕《施策番号223》

ⅳ今後の課題
・土地等を所有している者が法人の場合に、当該法人を実質的に支配している者（実質的支配者）の国籍等の把握を
より強化する必要がある。政府においては現在、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する多国間の枠
組みであるFATF（金融活動作業部会）の第5次対日相互審査（令和10年夏頃）に向け、法人の実質的支配者の
把握強化を検討しており、この検討と連携して土地等の実質的所有者を把握する仕組みについての検討を進める。
〔内閣官房、警察庁、法務省、財務省〕《施策番号225》
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13.宅建業者における「リスク評価書」の作成について

⃝宅建業者におけるマネー・ローンダリング等対策において、宅建業者が自らが直面しているリスクを適時・適切に特
定・評価し、リスクに見合った低減措置を講ずること、いわゆる「リスクベース・アプローチ」が不可欠。

⃝ 「リスクベース・アプローチ」によるリスク管理体制の構築・維持は、マネロン等対策に関する多国間の枠組みである
FATF（金融活動作業部会）においても勧告されており、これを踏まえ、国土交通省策定のガイドライン（※）に
おいて、宅建業者が「対応に努めるべき事項」として、リスク評価の結果を文書化した「リスク評価書」の作成を要請。

⃝国土交通省において、「リスク評価書」の作成を支援するリスク評価書作成要領（宅地建物取引業者におけるひ
な形）【マニュアル】（令和8年2月19日）を作成し、国土交通省HPにて公表。

⃝宅建業者における「リスク評価書」の作成状況を把握するためフォローアップ調査を四半期（令和8年4月、7月、
10月、令和9年1月）ごとに団体経由で実施。

【リスク評価書の内容】
１．宅地建物取引業務におけるリスクの基本的考え方（国のリスク評価結果等）

２．自社が直面するリスクの特定・分析・評価
（１）自らの個別具体的な特性

①営業エリアと地域特性
②事業環境

（２）疑わしい取引の届出の分析結果
（３）上記を踏まえたリスク評価
①サービス、取引形態に関するリスク評価
②顧客属性に関するリスク評価
③国・地域に関するリスク評価

３．取引リスクに応じた自社の対応方針

※ 「宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（令和４年10月31日）

※青字は主な記載内容の例

疑わしい取引の届出の判断基準（①チェックリストに１つでも該当すれば届出を行う、
②チェックリストに該当するか判断に迷う場合は届出を行う）等

過去５年の届出対象案件の特徴（商品サービス・取引形態、顧客属性、国・地域等） 等

不動産固有の危険度（高い財産的価値による現金との交換の容易性等）、疑わしい取引の届出の最近の傾向、経済制裁対象者リスト 等

営業エリア、地域特性（主な産業、居住者等の属性の傾向（外国人に関する点を含む）等）
来店顧客の特徴、営業エリアにおける宅建業者の増減 等

高リスクな取引形態（非対面取引、現金での取引 等）
高リスクな顧客属性（国外居住者、反社会的勢力 等）
高リスクな国・地域（北朝鮮、イラン、ミャンマー 等）

14
●リスク評価書作成要領（宅地建物取引業者におけるひな形）【マニュアル】＜国土交通省作成＞
（国土交通省HP掲載先）https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000025.html


